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審議した主な議案

議
案�

審�

議

市
長
提
出
議
案

■ 

損
害
賠
償
責
任
の
限
度
額
を
規
定

羽
村
市
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の

一
部
免
責
に
関
す
る
条
例

【
主
な
内
容
】　
地
方
自
治
法
の
規
定
に

基
づ
き
、
市
長
や
職
員
等
の
市
に
対
す

る
損
害
賠
償
責
任
の
一
部
を
免
責
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め

る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

【
施
行
日
】　
令
和
５
年
４
月
１
日

【
議
決
結
果
】　
原
案
可
決

■ 

い
じ
め
防
止
等
の
対
策
を
推
進
す

る
た
め
、
新
た
な
条
例
を
制
定

羽
村
市
い
じ
め
防
止
対
策
推
進
条

例
【
主
な
内
容
】　
い
じ
め
の
防
止
等
の
た

め
の
対
策
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、

市
、
学
校
、
教
職
員
及
び
保
護
者
の
責

務
並
び
に
地
域
住
民
の
役
割
を
明
ら
か

に
す
る
と
と
も
に
、
対
策
の
基
本
と
な

る
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
総
合

的
か
つ
効
果
的
に
対
策
を
推
進
す
る
必

要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
条
例
を
制
定
す

る
も
の
で
す
。

【
施
行
日
】　
令
和
５
年
４
月
１
日

【
議
決
結
果
】　
原
案
可
決

■ 

自
動
車
運
行
時
に
乳
幼
児
の
所
在

確
認
を
行
う
こ
と
を
規
定

羽
村
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

【
主
な
内
容
】　
関
係
法
令
の
施
行
に
伴

い
、
安
全
計
画
の
策
定
や
自
動
車
運
行

時
の
乳
幼
児
の
所
在
の
確
認
、
衛
生
管

理
な
ど
の
規
定
を
追
加
す
る
と
と
も
に
、

懲
戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
禁
止
の
規
定

を
削
除
す
る
も
の
で
す
。

【
施
行
日
】　
令
和
５
年
４
月
１
日
、
懲

戒
に
係
る
権
限
の
濫
用
禁
止
の
規
定
の

削
除
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日

【
議
決
結
果
】　
原
案
可
決

質
疑

安
全
計
画
は
い
つ
ま
で
に
作
成
す

る
の
か
。

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
安
全
計

画
の
策
定
が
義
務
化
さ
れ
る
た
め
、
す

で
に
事
業
所
に
周
知
し
、
計
画
策
定
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
。

■ 

第
１
回
定
例
会
（
３
月
）
に
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
は
、

新
年
度
予
算
案
７
件
（
４
～
９
ペ
ー
ジ
）
の
ほ
か
に
、
条
例
に

関
す
る
議
案
19
件
、
補
正
予
算
案
８
件
、
そ
の
他
議
案
２
件
、

あ
わ
せ
て
3６
件
を
可
決
・
同
意
し
ま
し
た
。

■ 

委
員
会
提
出
議
案
は
、
新
規
条
例
案
１
件
、
条
例
改
正
案
１
件
、

規
則
改
正
案
１
件
を
可
決
し
ま
し
た
。

■ 

審
査
し
た
陳
情
７
件
は
、
６
件
が
不
採
択
、
１
件
が
趣
旨
採
択

と
な
り
ま
し
た
。

　
主
な
議
案
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す
。
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放水訓練を行う消防団員

■ 
緩
和
措
置
と
し
て
の
市
独
自
の
特

例
支
給
の
基
準
を
見
直
し

羽
村
市
児
童
育
成
手
当
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

【
主
な
内
容
】　
児
童
育
成
手
当（
障
害

手
当
）の
市
独
自
の
所
得
制
限
に
係
る

特
例
支
給
に
つ
い
て
、
基
準
の
見
直
し

を
行
う
も
の
で
す
。

【
施
行
日
】　
令
和
５
年
４
月
１
日

【
議
決
結
果
】　
原
案
可
決

質
疑

条
例
改
正
に
よ
り
、
影
響
を
受
け

る
人
数
と
金
額
は
。

17
人
を
想
定
し
、
市
の
支
給
額
は

１
０
８
万
円
の
減
額
と
な
る
。

見
直
し
の
判
断
を
し
た
理
由
は
。

東
京
都
の
所
得
基
準
見
直
し
の
緩

和
措
置
と
し
て
実
施
し
て
20
年
が
た
ち
、

一
定
の
役
割
を
果
た
し
た
と
判
断
し
た

た
め
。討

論

反
対　
財
政
難
を
理
由
に
、
障
害
の

あ
る
子
ど
も
を
育
て
る
保
護
者
へ
の
手

当
を
先
に
見
直
す
こ
と
は
順
番
が
違
う
。

ま
ず
は
、
区
画
整
理
事
業
の
予
算
を
縮

減
す
べ
き
。 

（
日
本
共
産
党
）

賛
成　
将
来
に
わ
た
り
安
定
的
な
財

政
運
営
を
行
う
た
め
に
は
、
や
む
を
得

な
い
と
考
え
る
。
今
後
も
速
や
か
に
支

援
の
手
が
届
く
運
営
を
心
が
け
る
こ
と

を
望
み
、
賛
成
。 

（
新
緑
会
）

賛
成　
緩
和
措
置
と
し
て
開
始
し
20

年
が
経
過
し
た
。
市
の
財
政
状
況
を
考

慮
す
れ
ば
見
直
し
も
必
要
。
今
後
、
新

た
な
支
援
策
を
講
じ
る
な
ど
支
援
策
の

充
実
を
要
望
し
、
賛
成
。 

（
新
政
会
）

■ 
初
任
層
に
重
点
を
置
い
た
改
定

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例

【
主
な
内
容
】　
東
京
都
人
事
委
員
会
勧

告
を
勘
案
し
、
給
与
水
準
の
公
民
較
差

の
是
正
を
図
る
と
と
も
に
、
厳
し
い
財

政
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
手
当
、
管
理

職
手
当
の
減
額
措
置
を
延
長
す
る
も
の

で
す
。

【
施
行
日
】　
公
布
の
日
、
初
任
給
・
給

料
表
の
改
定
は
令
和
４
年
４
月
１
日
、

勤
勉
手
当
の
改
定
は
令
和
４
年
12
月
１

日
か
ら
適
用

【
議
決
結
果
】　
原
案
可
決

質
疑

近
隣
の
市
町
村
と
比
較
し
て
初
任

給
の
差
は
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
。

給
料
表
が
同
じ
で
あ
り
、
初
任
給

は
同
様
だ
が
、
地
域
手
当
の
支
給
率
が

羽
村
市
よ
り
高
い
た
め
、
地
域
手
当
分

の
差
が
生
じ
て
い
る
。

地
域
手
当
は
、
市
の
財
政
状
況
を

勘
案
し
て
減
額
措
置
を
し
て
い
る
が
、

規
定
ど
お
り
に
戻
す
考
え
は
あ
る
か
。

財
政
状
況
を
見
な
が
ら
、
職
員
組

合
と
も
協
議
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

■ 

消
防
団
員
の
出
動
報
酬
基
準
を
新

た
に
設
置

羽
村
市
消
防
団
員
の
報
酬
及
び
費

用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

【
主
な
内
容
】　
消
防
団
員
の
処
遇
改
善

を
図
る
た
め
、
総
務
省
消
防
庁
の
基
準

に
基
づ
き
、
消
防
団
員
が
災
害
時
等
に

出
動
し
た
際
の
出
動
報
酬
を
新
た
に
設

け
る
も
の
で
す
。

【
施
行
日
】　
令
和
５
年
４
月
１
日

【
議
決
結
果
】　
原
案
可
決

質
疑

消
防
庁
の
基
準
は
１
日
８
０
０

０
円
だ
が
、
市
独
自
の
報
酬
区
分
を

定
め
た
の
は
な
ぜ
か
。

消
防
団
本
部
と
意
見
交
換
を
行

い
、
出
動
時
間
の
実
績
を
考
慮
し
て

３
つ
の
時
間
区
分
を
設
け
た
。

■ 

消
防
団
員
の
資
格
要
件
を
拡
充

羽
村
市
消
防
団
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

【
主
な
内
容
】　
消
防
団
員
の
確
保
を

図
る
た
め
、
在
住
、
在
勤
の
要
件
を

見
直
し
、
年
齢
上
限
を
満
45
歳
未
満

か
ら
満
55
歳
未
満
に
引
き
上
げ
る
も

の
で
す
。

【
施
行
日
】　
令
和
５
年
４
月
１
日

【
議
決
結
果
】　
原
案
可
決

※ 
内
容
は
要
約
し
て
い
ま
す
。
詳
細
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
中
継

（
３
月
７
日
・
３
月
24
日
分
）で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
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■市長提出議案の議決結果
＜第１回定例会（３月）で全会一致となった議案＞（令和５年度当初予算を除く）

件名 議決結果
羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

原案可決

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例　→P11

羽村市長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例

令和５年度における羽村市長等の給料等の特例に関する条例

羽村市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例→P10

羽村市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正す
る条例

羽村市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

羽村市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

羽村市国民健康保険条例の一部を改正する条例

羽村市消防団条例の一部を改正する条例　→P11

羽村市消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例　→P11

羽村市健康で安心して暮らせるまちづくり基金条例を廃止する条例

羽村市被災者一時宿泊所条例を廃止する条例

羽村市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例　→P10

羽村市いじめ防止対策推進条例　→P10

羽村市福祉センター条例の一部を改正する条例

羽村市介護保険条例の一部を改正する条例

羽村市印鑑条例の一部を改正する条例

損害賠償額の決定について

令和4年度羽村市一般会計補正予算（第8号）

令和4年度羽村市国民健康保険事業会計補正予算（第3号）

令和4年度羽村市後期高齢者医療会計補正予算（第2号）

令和4年度羽村市介護保険事業会計補正予算（第3号）

令和4年度羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業会計補正予算（第2号）

令和4年度羽村市水道事業会計補正予算（第2号）

令和4年度羽村市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和5年度羽村市一般会計補正予算（第1号）

教育委員会委員の任命について 原案同意

■各会派の賛否■ 　議案／ 〇…賛成　　×…反対　

 　陳情／ 〇…採択　　×…不採択　　□□…趣旨採択　　　　　
■会 派 名■ 　緑…新緑会　　公…公明党　　　　　　　令…令和かがやき　　共…日本共産党
 　新…新政会　　ネ…市民ネットワーク　　世…世論　　　　　　自…自由民主党創生

凡　
例

※ 表中の二段書きは、
　会派内で賛否が分かれたことを表します。
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＜令和5年度当初予算の議決結果＞

件名
（詳細は P4～ P9をご参照ください）

会派名（数字は人数）
本会議での
議決結果緑 公 令 共 新 ネ 世 自

（4）（4）（3）（2）（2）（1）（1）（1）
一般会計予算 〇 〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

原案可決

羽村市国民健康保険事業会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
羽村市後期高齢者医療会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
羽村市介護保険事業会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

羽村市福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理
事業会計予算

〇
〇 〇 × 〇 × × 〇

×
羽村市水道事業会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
羽村市下水道事業会計予算 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

＜第１回定例会（３月）で賛否の分かれた議案＞（令和５年度当初予算を除く）

件名
会派名（数字は人数）

議決結果緑 公 令 共 新 ネ 世 自
（4）（4）（3）（2）（2）（1）（1）（1）

羽村市児童育成手当条例の一部を改正する条例
→ P11

〇
〇 〇 × 〇 × × 〇 原案可決

×

■陳情の審議結果

件名 審査した
委員会

会派名（数字は人数）
本会議での
議決結果緑 公 令 共 新 ネ 世 自

（4）（4）（3）（2）（1）（1）（1）（1）
消費税・適格請求書等保存方式（インボ
イス制度）の導入延期を働きかける国へ
の意見書提出を求める陳情書

総務
委員会

〇
× × 〇 × 〇 〇 × 不採択

×

憲法第 16 条の解釈を明らかにすること
を求める陳情 × × × × × × × × 不採択

指定管理者について、明らかにすること
を求める陳情 × × × × × × × × 不採択

羽村市内にドッグランの設置を求める陳
情書

厚生
委員会 □□ □□ □□ ― □□ □□ □□ □□ 趣旨採択※

「羽村駅西口土地区画整理事業」の見直し
を求める陳情書

議会運営
委員会

〇
× × 〇 × 〇 〇 × 不採択

×

介護保険制度の改善を求める陳情書 厚生
委員会

〇
×

〇
〇 × 〇 〇 × 不採択

× ×
※ 趣旨採択を求める討論と採決（採択）を求める討論があり、まず趣旨採択を諮った結果、賛成多数で趣旨採択と

決定しました。

■委員会提出議案の審議結果
件名 提出した委員会 本会議での

議決結果
羽村市議会の個人情報の保護に関する条例

議会運営
委員会 原案可決羽村市議会委員会条例の一部を改正する条例

羽村市議会会議規則の一部を改正する規則
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市政について問う

一
般�

質�

問

一
般
質
問
と
は
、
議
員
が
市
の
施
策
の
状
況
に
つ
い

て
質
問
す
る
こ
と
で
す
。

第
１
回
定
例
会
で
は
、

２
月
28
日
、
３
月
１
日
、
２
日
の
３
日
間
に
わ
た
り

16
人
の
議
員
が
一
般
質
問
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
要
旨
を
お
伝
え
し
ま
す

※
原
稿
は
、
議
員
自
身
が
要
約
し
作
成
し
て
い
ま
す
。

※
答
弁
内
容
は
、
３
月
時
点
の
も
の
で
す
。

羽
村
消
防
署
は

 

設
置
で
き
な
い
か

質
問
　
常
備
消
防
を
東
京
消
防

庁
に
委
託
し
て
い
る
理
由
は
。

市
長
　
行
政
需
要
の
増
大
の
た

め
で
あ
る
。

質
問
　
羽
村
消
防
署
を
開
設
す

る
よ
う
、
東
京
消
防
庁
に
働
き

か
け
で
き
な
い
か
。

市
長
　
設
置
を
求
め
る
考
え
は

な
い
。

質
問
　
稲
城
市
の
よ
う
に
常
備

消
防
を
運
営
し
て
は
ど
う
か
。

市
長
　
現
行
通
り
、
東
京
都
へ

委
託
す
る
方
法
が
合
理
的
か
つ

効
果
的
で
あ
る
。

「
浮
き
こ
ぼ
れ
」
支
援
に
つ
い
て

　
「
浮
き
こ
ぼ
れ
」
は
「
落
ち

こ
ぼ
れ
」
の
対
義
語
で
、
高
い

学
力
が
あ
る
児
童
・
生
徒
を
指

す
言
葉
で
あ
る
。

質
問
　「
浮
き
こ
ぼ
れ
」
支
援

に
つ
い
て
、
学
校
で
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
で
き
る
か
。

教
育
長
　
教
師
が
授
業
力
を
高

め
る
校
内
研
修
会
に
お
い
て
、

当
該
教
科
を
得
意
と
す
る
子
ど

も
が
さ
ら
に
学
び
を
深
め
広
げ

る
た
め
の
支
援
策
を
用
意
し
て

実
施
し
、
授
業
後
、
妥
当
性
に

つ
い
て
協
議
し
て
い
る
。

加
美
会
館
の
大
規
模
改
修
と

 

公
共
施
設
の
維
持
に
つ
い
て

質
問
　
工
事
の
内
容
は
。

市
長
　
空
調
設
備
、
屋
上
防
水
、

外
壁
改
修
、
ト
イ
レ
改
修
、
Ｌ

Ｅ
Ｄ
化
等
の
工
事
を
行
う
。

質
問
　
羽
村
市
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
の
想
定
よ
り
早
く

人
口
減
少
が
進
ん
で
い
る
。
施

設
の
整
理
統
合
が
必
要
で
は
。

市
長
　
人
口
減
少
で
財
源
は
必

然
的
に
変
化
し
て
い
く
た
め
、

施
設
の
集
約
化
・
複
合
化
・
多

機
能
化
に
取
り
組
む
必
要
性
が

高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
捉
え
て

い
る
。

《Ｑ》羽村消防署は設置できないか
《Ａ》東京都に設置を求める考えはない

福生消防署羽村出張所

濱中 俊男 議員（新緑会）
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羽
村
の
ま
ち
づ
く
り
の
未
来
は

水
道
事
業
に
つ
い
て

質
問
　
東
京
都
水
道
事
業
と
の

一
元
化
に
つ
い
て
市
の
考
え
を

聞
く
。

市
長
　
水
道
ビ
ジ
ョ
ン
に
掲
げ

た
施
策
を
推
進
し
つ
つ
、
水
道

料
金
の
適
正
化
な
ど
も
含
め
、

あ
ら
ゆ
る
方
策
を
検
討
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

下
水
道
事
業
に
つ
い
て

質
問
　
都
は
、「
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ

強
靭
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
資
す

る
市
町
村
下
水
道
事
業
へ
の
支

援
へ
の
充
実
に
つ
い
て
」
を
本

年
１
月
に
発
表
し
た
。
市
の
取

組
み
は
。

市
長
　
都
の
動
向
を
注
視
し
、

制
度
化
し
た
際
に
は
、
最
大
限

活
用
で
き
る
よ
う
取
り
組
む
。

羽
村
の
教
育
に
明
る
い
未
来
を

質
問
　
幼
保
小
の
連
携
と
架
け

橋
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
、
来

年
度
以
降
の
取
組
み
は
。

教
育
長
　「
幼
保
小
の
連
絡
会
」

を
年
間
３
回
開
催
す
る
。
令
和

６
年
度
以
降
も
継
続
し
て
さ
ら

な
る
充
実
を
図
っ
て
い
く
。

質
問
　
校
則
の
見
直
し
は
社
会

の
変
化
等
を
踏
ま
え
た
、
柔
軟

性
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。

教
育
長
　
子
ど
も
た
ち
が
校
則

に
つ
い
て
検
討
す
る
過
程
で
、

保
護
者
等
の
意
見
を
参
考
と
し

て
取
り
入
れ
る
な
ど
、
校
長
会

で
働
き
か
け
て
い
く
。

質
問
　
市
が
理
想
と
す
る
教
育

像
を
ど
う
描
い
て
、
未
来
に
繋

い
で
い
く
の
か
。

教
育
長
　
次
代
を
担
う
人
材
を

育
成
す
る
こ
と
は
、
最
も
重
要

な
「
未
来
へ
の
投
資
」
で
あ
る
。

「
全
て
の
子
ど
も
の
よ
さ
と
可

能
性
を
引
き
出
し
、
伸
ば
す
教

育
」
を
実
現
し
て
い
く
。

石居 尚郎 議員（公明党）

《Ｑ》東京都水道事業との一元化について
《Ａ》あらゆる方策を検討していく必要がある

羽村堰近くにある東京都水道局羽村取水
管理事務所

《Ｑ》移動販売の具体的検討は進んでいるか

《Ａ》相談があった場合には積極的に支援していく

高
齢
者
に
や
さ
し
い

�

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

質
問
　
買
い
物
難
民
の
た
め
の

移
動
販
売
の
具
体
的
検
討
は
進

ん
で
い
る
か
。

市
長
　
市
内
事
業
者
か
ら
移
動

販
売
に
つ
い
て
相
談
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、
積
極
的
に
支
援
し

て
い
く
。

質
問
　
移
動
販
売
車
の
駐
車
ス

ペ
ー
ス
の
確
保
の
た
め
に
、
公

園
の
駐
車
場
な
ど
の
無
償
提
供

や
情
報
提
供
な
ど
の
支
援
を
し

て
は
。

市
長
　
事
業
者
か
ら
公
園
の
駐

車
場
な
ど
の
公
共
施
設
を
無
償

提
供
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、

相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
他

事
業
者
と
の
公
平
性
な
ど
も
考

慮
し
検
討
し
て
い
く
。

子
育
て
し
や
す
い�

�

ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

質
問
　
日
本
経
済
新
聞
社
等
が

実
施
し
た
２
０
２
２
年
版
「
共

働
き
子
育
て
し
や
す
い
街
ラ
ン

キ
ン
グ
」
全
国
４
位
の
高
評
価

を
も
っ
と
Ｐ
Ｒ
し
て
は
。

市
長
　
市
公
式
サ
イ
ト
や
公
式

T
w
i
t
t
e
r
、
Y
o
u
T
u
b
e

な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
発

信
し
、
市
へ
の
転
入
の
促
進
と

定
住
に
繋
げ
て
い
く
。

愛
玩
動
物
・
ペ
ッ
ト
に
つ
い
て

質
問
　
横
浜
市
の
よ
う
に
費
用

補
助
を
行
い
、犬
や
猫
の
マ
イ
ク

ロ
チ
ッ
プ
装
着
を
推
進
し
て
は
。

市
長
　
現
時
点
で
は
装
着
費
用

を
補
助
す
る
考
え
は
な
い
が
、

有
用
性
な
ど
を
周
知
し
て
い
く
。

質
問
　
市
が
狂
犬
病
の
特
例
制

度
に
参
加
し
な
い
理
由
は
。

市
長
　
西
多
摩
地
域
で
統
一
し

た
対
応
を
執
る
こ
と
と
し
て
い

る
。
登
録
事
務
に
関
す
る
課
題

を
整
理
し
、
今
後
の
対
応
を
検

討
す
る
。

高田 和登 議員（新緑会）

市内を巡回する移動販売車のひとつ
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教
育
行
政
の

�

デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て

質
問
　
保
護
者
か
ら
の
各
種
手

続
き
で
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
て
い

る
手
続
き
は
あ
る
か
。

教
育
長
　
別
途
書
類
の
提
出
が

必
要
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

現
時
点
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し

て
い
る
手
続
き
は
な
い
。

質
問
　
今
後
、
オ
ン
ラ
イ
ン
化

す
る
手
続
き
は
あ
る
か
。

教
育
長
　
市
民
の
利
便
性
を
踏

ま
え
、
電
子
申
請
等
の
業
務
の

オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
つ
い
て
、
進

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
申
請
時
の
書
類
の

簡
素
化
な
ど
を
検
討
し
た
上
で
、

各
種
手
続
き
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

に
つ
い
て
研
究
し
て
い
き
た
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス「
は
む
ら
ん
」の

 

広
域
連
携
に
つ
い
て

　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
が
近
隣

自
治
体
へ
の
乗
り
入
れ
や
相
互

乗
り
入
れ
を
行
う
こ
と
で
、
交

流
人
口
の
増
加
や
利
用
市
民
の

利
便
性
の
向
上
、
市
内
経
済
・

西
多
摩
全
体
の
経
済
活
性
化
に

も
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

質
問
　
羽
村
駅
・
小
作
駅
・
河

辺
駅
・
福
生
駅
・
箱
根
ヶ
崎
駅

な
ど
を
結
節
点
と
し
て
広
域
連

携
を
図
る
こ
と
に
つ
い
て
市
の

考
え
は
ど
う
か
。

市
長
　
既
存
の
バ
ス
や
タ
ク
シ

ー
等
の
交
通
事
業
者
と
の
競
合

の
可
能
性
な
ど
の
問
題
も
あ
る

た
め
、
慎
重
に
対
応
す
る
必
要

が
あ
る
。
西
多
摩
地
域
の
広
域

連
携
の
促
進
や
共
通
課
題
の
解

決
策
と
し
て
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ

ス
を
は
じ
め
、
広
域
公
共
交
通

で
あ
る
モ
ノ
レ
ー
ル
や
路
線
バ

ス
な
ど
の
有
効
性
、
実
現
性
等

に
つ
い
て
、
近
隣
自
治
体
間
で

情
報
交
換
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

冨松 崇 議員（新政会）

《Ｑ》今後、オンライン化する手続きはあるか

《Ａ》各種手続きのオンライン化について研究していきたい

市内を走るコミュニティバス「はむらん」

今
後
の
羽
村
駅
西
口

 

土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て

質
問
　
区
画
整
理
基
本
方
針
の

優
先
整
備
の
進
め
方
は
。

市
長
　
土
地
区
画
整
理
事
業
を

ベ
ー
ス
に
進
め
て
い
く
。
併
せ

て
、
令
和
５
年
度
に
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
の
助
言
等
を
得
な
が
ら
、

整
備
手
順
や
事
業
費
削
減
の
方

策
、
土
地
区
画
整
理
事
業
以
外

の
整
備
手
法
を
エ
リ
ア
の
特
性

を
考
慮
し
て
地
区
の
一
部
に
取

り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ

い
て
、
庁
内
で
検
討
し
て
い
く
。

質
問
　
３
・
４
・
12
号
線
整
備

と
羽
村
大
橋
拡
幅
工
事
に
つ
い

て
東
京
都
と
の
協
議
状
況
は
。

市
長
　
関
係
権
利
者
の
ご
理
解

と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

道
路
用
地
の
確
保
を
進
め
る
と

と
も
に
警
視
庁
と
の
協
議
に
向

け
、
東
京
都
と
協
議
を
進
め
て

い
る
段
階
で
あ
る
。

災
害
へ
の
万
全
な

 

備
え
の
た
め
の
訓
練
に
つ
い
て

質
問
　
総
合
防
災
訓
練
は
、
災

害
協
定
を
締
結
し
た
団
体
を
含

め
、
現
実
を
想
定
し
た
も
の
に

し
て
は
ど
う
か
。

市
長
　
こ
れ
ま
で
も
災
害
時
応

援
協
定
を
締
結
し
て
い
る
団
体

と
の
訓
練
を
実
施
し
て
お
り
、

今
後
も
、
よ
り
実
践
的
な
訓
練

と
な
る
よ
う
訓
練
内
容
を
検
討

し
て
い
く
。

歩
行
者
・
自
転
車
の

�

交
通
安
全
に
つ
い
て

質
問
　
自
転
車
通
行
帯
の
市
内

道
路
の
設
置
状
況
は
ど
う
か
。

市
長
　
市
道
の
改
修
工
事
に
合

わ
せ
て
自
転
車
レ
ー
ン
等
の
表

示
を
行
っ
て
い
る
。

秋山 義徳 議員（新政会）

《Ｑ》区画整理基本方針の優先整備の進め方は

《Ａ》土地区画整理事業をベースに進めていく考え

区画整理で造成工事完了間近の川崎４丁目
エリア
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大塚 あかね 議員（令和かがやき）

《Ｑ》市役所に証明書が取得できるマルチコピー機の設置を！
《Ａ》コンビニ交付でき、来庁せずに利便が図られている

市
民
に
よ
り
優
し
く
、
環
境
に
も

優
し
い
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
る

質
問
　
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
の
あ

る
コ
ン
ビ
ニ
で
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
で
印
鑑
登
録
証
明

書
が
取
得
で
き
る
。
市
役
所
に

も
設
置
し
て
は
。

市
長
　
市
内
28
か
所
で
コ
ン
ビ

ニ
交
付
が
で
き
、
市
民
の
皆
様

の
利
便
が
図
ら
れ
て
い
る
と
捉

え
て
い
る
。
今
後
、
行
政
手
続

き
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
動
向
を
注

視
し
て
い
く
。

質
問
　
高
騰
す
る
電
気
代
の
節

約
の
た
め
に
も
ウ
ォ
ー
ム
シ
ェ

ア
、
ク
ー
ル
シ
ェ
ア
ス
ポ
ッ
ト

を
市
役
所
内
に
設
け
て
は
。

市
長
　
昨
年
夏
に
熱
中
症
対
策

と
し
て
、
涼
ん
で
い
た
だ
け
る

休
憩
場
所
を
市
役
所
な
ど
の
共

用
ス
ペ
ー
ス
に
設
け
た
。
今
後

も
取
組
み
を
継
続
し
て
い
く
。

質
問
　
三
回
目
の
質
問
と
な
る

が
、「
給
水
ス
ポ
ッ
ト
」
を
設

置
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

市
長
　
公
共
施
設
に
設
置
し
て

い
る
冷
水
機
や
給
水
栓
を
給
水

ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
Ｐ
Ｒ
し
て
い
く
。

少
子
化
対
策
に
つ
い
て
問
う

　
市
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
か

つ
て
、
島
し
ょ
部
を
除
き
東
京

都
市
区
町
村
で
第
１
位
だ
っ
た

が
、令
和
３
年
で
は
１
・
22
人
と

全
国
平
均
１
・
37
を
下
回
っ
た
。

質
問
　
出
生
数
を
増
や
す
取
組

み
に
つ
い
て
伺
う
。

市
長
　
ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面

か
ら
の
取
組
み
を
進
め
る
。

質
問
　
子
育
て
世
代
の
転
入
、

定
住
促
進
と
し
て
、「
子
育
て

支
援
認
定
住
宅
」
に
つ
い
て
取

り
組
ん
で
は
。

市
長
　
効
果
的
な
事
業
に
つ
い

て
調
査
・
研
究
し
て
い
く
。

■
そ
の
他
の
質
問

市
の
農
業
を
ど
の
よ
う
に
支
え
て

い
く
の
か
／
介
護
す
る
家
族
を
支

え
る
取
組
み
を

市
内
に
あ
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
の

マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機

奨
学
金
の
返
還
支
援
に
つ
い
て

質
問
　
市
と
し
て
、
奨
学
金
の

返
還
を
支
援
す
る
制
度
を
考
え

て
は
。

市
長
　
地
方
創
生
の
取
組
み
と

し
て
、
先
行
自
治
体
の
導
入
効

果
な
ど
を
調
査・研
究
し
て
い
く
。

質
問
　
社
員
の
奨
学
金
返
還
を

支
援
す
る
、
代
理
返
還
制
度
を
、

市
内
企
業
へ
推
奨
し
て
は
。

市
長
　
企
業
の
人
材
確
保
に
つ

な
が
る
制
度
で
あ
り
、
商
工
会

と
連
携
し
、
周
知
に
努
め
る
。

子
ど
も
の
特
性
に
応
じ
た
、

�

自
立
と
社
会
参
加
で
き
る

�

学
習
支
援
を

質
問
　
文
部
科
学
省
の
調
査
結

果
で
、
発
達
障
害
の
可
能
性
の

あ
る
小
・
中
学
生
の
割
合
は
、

８
・
８
％
で
約
10
人
に
１
人
と

の
こ
と
だ
が
、
市
内
の
状
況
は
。

教
育
長
　
小
学
校
は
９
・
２
％
、

中
学
校
が
14・６
％
で
、令
和
３

年
度
と
比
べ
増
加
傾
向
に
あ
る
。

質
問
　
市
内
の
学
校
で
、
発
達

性
読
み
書
き
障
害
「
デ
ィ
ス
レ

ク
シ
ア
」の
疑
い
が
あ
る
児
童・

生
徒
を
把
握
し
て
い
る
か
。
ま

た
、
早
期
発
見
に
向
け
た
取
組

み
が
必
要
で
は
。

教
育
長
　
教
育
委
員
会
へ
の
報

告
は
な
い
が
、
早
期
に
発
見
・

支
援
に
つ
な
ぐ
よ
う
、
学
校
を

挙
げ
て
対
応
し
て
い
る
。

質
問
　「
Ｍ
Ｉ
Ｍ
」
と
い
う
指

導
モ
デ
ル
は
、
全
教
科
の
学
力

向
上
に
有
効
と
の
こ
と
で
あ
る
。

よ
り
効
果
の
高
い
教
材
等
の
活

用
を
。

教
育
長
　
各
学
校
と
連
携
し
、

子
ど
も
た
ち
の
学
び
に
と
っ
て

有
効
な
指
導
法
や
教
材
の
研
究

を
行
っ
て
い
く
。

■
そ
の
他
の
質
問

「
企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
」
と
ま
ち

の
活
性
化
に
つ
い
て

西川 美佐保 議員（公明党）

《Ｑ》市内企業に「奨学金の代理返済」を推進しては！
《Ａ》企業の人材確保につながり、周知に努める

企業の奨学金代理返還の仕組み


